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平成27年度輸出に取り組む事業者向け対策事業 

 研究機関等との連携による製品開発のための技術の実証や、HACCPへの対応、GLOBALG.A.P.、ハラール認証の取得に係る講習会の開催 

等を実施します。 

   農林水産省が策定した「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」及び輸出戦略実行委員会で定める輸出拡大方針（以下「輸出戦略」）に 
沿って、ジャパン・ブランド確立の取組・産地間連携等の促進・輸出環境整備の取組等を実施します（予算額：841百万円） 。 

１．事業名及び予算額 

２．支援対象者 

３．事業内容  品目ごとに次の全ての取組を実施します（補助率：定額）。 

（１） 国内検討会の開催 

  生産者、関係事業者の代表者等を参加者として、産地間連携による周年供給体制の実現、共同輸送 

 による輸送コストの低減、輸送時の鮮度保持技術の開発等をテーマとした国内検討会を開催します。 

（２） 海外マーケットの調査 

（３） 日本産品のPR 

 海外において、対象国・地域での生産・流通状況、消費者の嗜好・需要、競合品の販売状況、動植物 

検疫や通関の手続き等に関する調査を実施します。 

  日本産品の普及・定着、効果的な魅力発信のための海外でのセミナーの開催や日本食文化との一体的なプロモーション、パンフレット等の 

各種広報媒体の配布等を実施します。 

平成27年度輸出に取り組む事業者向け対策事業のうちジャパン・ブランドの確立に向けた取組） 

  輸出戦略に掲げる品目のうち水産物、コメ・コメ加工品、花き、牛肉、茶及び林産物（木材）についての品目別輸出団体 

（４） 輸出環境課題の解決に向けた取組の実施 

 日本産コメ共通ロゴマーク及び和牛統一マークの保護のため、弁理士の活用による対象国・地域への 

商標登録の申請、出願、更新や、不正使用の監視等を実施します。 

（５） 品目別の共通ロゴマークの管理（※コメ及び牛肉のみ） 
和牛統一 

マーク 

補助事業 
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（ジャパン・ブランドの確立に向けた取組） 



１．事業名及び予算額 

２．支援対象者 

３．事業内容  次の（１）から（３）までの全部又は一部を実施します（補助率：（１）及び（２）は定額、（３）は２分の１）。 

（１） 産地間連携推等進検討会の開催 

 産地間連携による輸出期間の長期化やリレー輸出、共同輸送、鮮度保持技術の研究・開発、 

輸出環境課題の解決等をテーマとして、次の①から③までの全てを実施します。 

 ① 関係事業者等を参加者とする検討会の開催 

    輸出に取り組む複数の産地における産地間連携等の推進に向けた方針を策定するため、 

  国内産地からの生産者や関係事業者の代表等を参加者とする検討会を開催します。 

 ② 国内の輸出に取り組む産地等での検討会の開催 

    生産現場からの意見の集約や、産地間連携への意識の醸成等のため、国内各地におい 

  て、現地の生産者や関係事業者等を参加者とする検討会を開催します。 

 ③ 事業実施報告会の開催 

    ①及び②の取組結果を踏まえて策定した方針を業界内に還元するため、生産者や関係 

  事業者等を参加者とする説明会を開催します。 

平成27年度輸出に取り組む事業者向け対策事業のうち産地間連携等による輸出振興体制の構築を図る取組 

 国内の主要な輸出産地、関係事業者等を取りまとめる団体、複数の事業者で構成された協議会、民間事業者（下記の３の（１）及び（２）のみ） 等 
※ 複数の事業者で構成された協議会については、別途、農林水産省の承認が必要です。 

＜本事業の活用例＞ 
  国内の主要な輸出に取り組む産地の連携 
による事業実施主体を設立し、複数の青果物 
を組み合わせ、リレー輸出による周年供給体 
制を目指す。 

いちご

なし

もも

かんきつ類

4 10 11 12 １

りんご

8 95 6 7１月 2 3

輸 出 期 間

（２） 取扱品目に係る海外マーケットの調査  ※ （２）については、（１）と併せて実施します。 

海外において、対象国・地域での流通状況や競合品の販売状況、輸入慣行、購買層ごとの消費、嗜好動向等に関する調査を実施します。 

（３） 産地間連携等による海外での販路開拓 

  産地間連携等を通じて、海外において新たな販路を開拓するため、国際見本市への出展や試食・商談会の開催等の販売促進活動、各種 

広報活動を実施します。 

※ 水産物、コメ・コメ加工品、花き、牛肉、茶又は 
 林産物（木材）の１品目のみを対象とする場合に 
 は、（１）又は（２）は選択できません。 

補助事業 
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平成27年度輸出に取り組む事業者向け対策事業 

（産地間連携等を促進する取組） 



１．事業名及び予算額 

２．支援対象者 

３．事業内容  輸出戦略に掲げる品目について、次の（１）から（４）までのいずれかを実施します（補助率：２分の１）。 

（１） 地域活性化モデルの取組 

  輸出戦略に掲げる品目のうち地域の特産品とされている品目について、地域の農林漁業者や食品事業者等と一体となって輸出に取り組む 

都道府県の協議会等が、当該地域の活性化を目的として、GLOBALG.A.P.、ハラール認証の取得等の輸出環境整備及び多品目混載輸送や 

輸送コストの低減等を伴う新興市場向けの海外販売促進活動を実施します。 

平成27年度輸出に取り組む事業者向け対策事業のうち輸出戦略に対応した産地等の取組 

 農林漁業者の組織する団体、食品事業者の組織する団体、複数の事業者で構成された協議会、民間事業者（下記の３の（３）のみ） 等 
※ 複数の事業者で構成された協議会については、別途、農林水産省の承認が必要です。 

（２） 輸出産地等による海外販売促進活動の取組 

  農林漁業者等の組織する団体が、輸出戦略における重点国・地域等への輸出拡大を図るため、次の①又は 

②を対象に、海外での見本市への出展、試食・商談会の開催等の販売促進活動や、商品パンフレットの配布等 

による効果的な広報活動を実施します。 

① 原発事故による輸入停止措置が解除され、輸出証明書の提出により輸出可能となった都道府県の品目や、 

 輸入規制措置が実質的に緩和され、輸出が可能となった都道府県の品目に係る取組 

② 動植物検疫の二国間協議が終了し、輸出解禁となった品目に係る取組 

（３） 輸出環境整備を図る取組 

  対象国・地域が求める検疫条件への対応、GLOBALG.A.P.、ハラール認証等の国際的に通用する認証の取得・ 

更新、対象国・地域の有機認証等の他国産との差別化が図られる規格認証の取得・更新等を行います。 

相手国の 
植物検疫官 
の招へい 

（４）先進的輸送技術による最適輸出モデルの開発・実証を図る取組 

 品目別の輸出状況に応じた実用的な輸送コストの実現等を図るため、国内外での複数の輸送方法や経路との組合せを検討の上で、長期間
かつ多品目の輸送に耐え得る品質保持技術等を活用し、最適な輸出モデルの開発・実証を行います。 

海外見本市 
への出展 

補助事業 
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平成27年度輸出に取り組む事業者向け対策事業 

（輸出戦略に対応した産地等の取組） 



新興市場等におけるマーケティング拠点の設置 

   海外の百貨店等においてインストア・ショップを長期間（１～７ヶ月間）設置し、６次産

業化商品、日本産農林水産物・食品のテスト販売とプロモーションを行います。 

  出品された方々には、海外の消費者等の反応をフィードバックします。 

【概要】 
 
○ ６次産業化商品や「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」で重点品目 

  とした農林水産物・食品を中心に、テスト販売に適した品目を全国から幅広く 

  募集します。 
 
○ 店頭での販売時にアンケート調査等を実施し、顧客ニーズを出品された方々 

 にフィードバックします。 

【インストア・ショップ設置予定国・地域】 
 
○ シンガポール、マレーシア、タイ、香港、米国、英国 

拠点設置 
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インストアショップの設置計画 

○ 各インストアショップの公募状況等について御不明な点がございましたら、以下にご連絡ください。 

  ジェトロ農林水産・食品課 Tel : 03-3582-4966 

拠点設置 
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７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

サンフランシスコ
（小売店：11月上旬～

12月下旬）
（レストラン：10月、

平成28年１月～２月）

ロンドン
（小売店：11月上旬～

12月上旬）
（レストラン：10月、

平成28年１月～２月）

香港
（８月）

シンガポール
（７月下旬～平成28年２月）

クアラルンプール
（8月上旬～平成28年２月）

バンコク
（７月下旬～平成28年２月）

設置都市
販売予定期間

出品の募集状況

以下のURLに募集用のHPを掲載予定。
http://www.jetro.go.jp/eventstop/foods/events/

以下のURLに募集用のHPを掲載予定。
http://www.jetro.go.jp/eventstop/foods/events/

以下のURLに募集用のHPを掲載予定。
http://www.jetro.go.jp/eventstop/foods/events/

募集終了

募集中
http://www.jetro.go.jp/events/afa/bd9697038f7e
c6cd.html

募集中
http://www.jetro.go.jp/events/afa/f69e02928748
bc47.html

伊勢丹スコッツ店

伊勢丹KLCC店

伊勢丹バンコク店

AEONコーンヒル店

Berkeley Bowl

レストランでプロモーションを実施

レストランでプロモーションを実施

伊勢丹LOT10店

Westfield Stratford



○ ミラノ万博は、2015年５月から半年間「地球に食料を、生命にエネルギーを」をテーマに開催され
る大規模な博覧会 

○ 農林水産省及び経済産業省を幹事省、国土交通省を副幹事省とし、ジェトロを参加機関とした体制
を整備 

○ 日本の農林水産業や食を取り巻く様々な取組み、日本食、日本食文化に詰め込まれた様々な知恵や
技が、人類共通の課題解決に貢献していくことがテーマ 

 

食生活と農業生産の多様性 

建築 多様性のうつわ  

日本古来からの知恵と技を現代の日本の最先端技術を用いて応用し、伝統と
革新が共存する木材等を活用した日本館を建築。 

展示 

自然と共生する「農林水産業」をベースに、深遠な知恵と技とが凝縮された日本
の「食」と「食文化」が、持続可能な未来社会を切り拓くことをアピール。 

レストラン 理解を共感に変える、日本の食の体験 

展示の理解を共感に変えるため、だし等の日本の優れた食を体験できる場として
展開。（高級日本食レストランとフードコートを設置） 

  

催事 多くの方々が参加・発信できる行催事の展開 

 日本食や食文化の多様性を世界へアピールするため、地方公共団体や団体の
参画を公募。現在27組35自治体、20団体、3官公庁が参画表明  

日本館のテーマ 
Harmonious Diversity 

－共存する多様性－ 

 
 

＜日本館の概要＞ 

食生活と農業生産の多様性  

ミラノ国際博覧会の開催 

５月４日林農林水産大臣によるミラノ
万博日本館視察 7 

ミラノ 



 日本食・食文化の普及の取組について 

○ 今後10年間で、340兆円から680兆円に倍増すると見込まれている世界の食市場の獲得のためには、日本
食・食文化の魅力を正しく普及していくことが重要。そのためには、日本食・食文化が海外において継続的に
普及継承されていくような仕組みを構築することが必要。 

海外の料理学校 

例） ・25年３月に、コルドンブルー（仏）で 
    日本食講座を実施。 
    

 将来の料理人を育成する海外の料理学校において 
日本食講座を開設 

外国人調理師の在留資格の要件緩和 
 外国人調理師が日本国内において働きながら日本料理
を学べるように在留資格の要件緩和を実施（H26.2～） 

海外のトップシェフや食関連事業者等 海外の日本食レストラン等 
 海外の複数の日本食レストラン等と連携し、一般消費者
に日本食・食文化の魅力を伝える料理の提供等を実施 

例） ・上海の外食チェーンのゴールデンジャガー 
    等、約100店舗において、手延べ素麺や 
    鰹節を活用したメニューの提供を実施 

例） ・パリにおいてアラン・デュカスと連携した日本食 
    や日本産食材のPRイベントを開催 

 世界的トップシェフに日本食・食文化への正しい魅力
を深めて貰う取組を実施 

アラン・デュカス氏 

総理、農林水産大臣等によるトップセールス 

メディア等 

  出張等の機会に合わせ、レセプションにおいて、 
 日本産食材を活用したメニュー等を提供 

 影響力の高いメディア等を活用して、海外で、
日本食・食文化の魅力を発信 

例） ・26年5月に、安倍総理のフランス訪問の際に 
    和食を紹介するレセプションを実施。 
    初の解禁となる和牛の料理を提供 
    

例） ・影響力の高いメディアであるＣＮＮを活用した 
    和牛・水産物・日本酒・日本茶のＣＭを制作。     

農
林
水
産
省 

○ 実習計画に基づき外国人
調理師が日本料理店に就労 

○ ２年間、働きながら日本
料理の調理技能等を修得 

調理師学校 日本料理店 

○ 外国人留学生の卒業後の実習
計画を共同で策定 申請 

計画 
認定 

ＰＲ 
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  ■ 平成26年5月5日  
    パリでの日仏友好和食レセプション 
 安倍総理のフランス訪問の際に、パリで和食を紹介
するレセプションを実施。 
解禁後初となる和牛の料理を提供 

   ■平成26年 1月17日  
     ベルリンでの日本食レセプション 
 ベルリン農業大臣サミットの前夜際として、林大臣主催 
による日本食レセプションを実施。各国の閣僚や大使、 
ドイツ政財界から約1100人の来場者に大臣自らが日本
産食材を活用したＦＢＩ戦略メニューをふるまった。 

総理、農林水産大臣等によるトップセールス 

■ 平成26年9月24日 ニューヨークでの和食スタイルレセプション 
 
  国連総会時に合わせた日本食文化発信のイベントを実施。 
     米国有名シェフによる米、和牛、豆腐等の日本食材を使用 
  した料理を提供。また日本酒、ウイスキーなどの日本産種類 
  をPR。 

ＰＲ 
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メディアを活用した日本食・食文化の普及 

■BBCを活用した、「一汁三菜」をテーマとした日本食・食文化のＣＭの制作・放映 

 国産農林水産物の輸出促進や認知向上を目的として、海外有力メディアのＢＢＣ（英国の公共放送局）を活
用し、英国人が訪日観光中に体験した日本食文化の魅力の2分ＣＭを３種類作成し、欧州全土で放映。 
 
 

■日本航空（ＪＡＬ）、全日空（ＡＮＡ）の機内オンデマンドＣＭの制作・放映  
 日本食文化の魅力発信を目的として、「日本に着いたら食べてみたい」、「日本料理がまた食べたい」を
テーマに、「生、煮る、焼く、蒸す、揚げる」の料理技法による日本料理紹介の３０秒ＣＭを作成し、機内オン
デマンド映画の前に放映。 

 

 

ＰＲ 
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■在外公館への日本産新米の贈呈 

 時期：2015年2月  

 内容：国際的なシェフ学会であるMadrid Fusion 2015で 
日本産食材・地域食材と調理法を紹介。 
Madrid Fusionと同時期に、マドリッド市内のレストランの協力
を得て、学会で紹介する食材を使用した特別メニューを提供。 
現地シェフと日本から参加するシェフが、それぞれメニューを
作成し、日本食材の持つ幅広い可能性を提案。 

■ マドリッドのレストランにおける日本食材のメニュー提案 

時期：2014年11月 

内容：在外公館で開催される天皇誕生日祝賀会などのレセプションで日本
産新米の美味しさをＰＲするため、ＪＡ全農、ＡＮＡの協力を得て、
北米、欧州、アジアの22の在外公館へ日本産新米を提供。 

■日本食普及の特別親善大使任命 
時期：2015年2月 

内容：日本食・食文化の魅力発信の広告塔として、檀れい 

  （女優）を「日本食普及の特別親善大使」に任命。 

   また、海外の日本食普及に関するアドバイスを行う日 

   本料理関係者等13名を「日本食普及の親善大使」とし 

   て任命した。 

 

    

在外公館や海外の日本食レストランの活用による日本食普及 ＰＲ 
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■料理学校アジア 

海外の料理学校の活用による日本食普及 

◆開催概要 
フィリピン（マニラ）事業： 
①7月28日 ②7月31日 ③8月27日 ④9月24日 
インドネシア（ジャカルタ）事業： 
①8月14日 ②8月20日 ③9月17日 ④9月24日 
 
◆事業内容 
 富裕層のメイドを対象として、日本食のつくり方、日本産品の活用の仕方
が学べる料理学校講座を開催。 
 フィリピン事業においては、料理研究家の千葉真知子氏を起用。「手軽に
つくれる日本食」をコンセプトに講義を実施し好評を得た。 
 
 
 

■Wine & Sprits Educational Trust （ＷＳＥＴ）ロンドン校との連携   

◆2014年11月末～12月1週目：日本への招聘 
 対象：ＷＳＥＴ各国の日本酒クラス講師候補８名 
 概要：蔵元や酒類総研で日本酒、日本文化について学ぶ 
 
◆2015年2月３日（予定）：ロンドンでのセミナー 
 対象：食関連事業者、メディア関係者 
 概要：日本酒と日本食のマッチング、現地の食とのマッチング 
    についてセミナーを実施 
  

ＰＲ 
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■実習計画の内容 
 

  1 日本料理の知識及び技能の修得のための計画及び施設に関する事項 
  2 在留中の住居の確保に関する事項 
  3 日本料理の指導員及び生活指導員の任命に関する事項 
  4 報酬及び労働・社会保険への加入等を担保する財産的基盤に関する事項 
  5 外国人調理師との面接及び外国人調理師からの生活・労働等に係る相談への対応（苦情処理を含

む。）並びに監査の実施に関する事項 
  6 外国人調理師の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置に関する事項 
  7 特定日本料理調理活動の継続が不可能となった場合の措置に関する事項 

外国人調理師の在留資格の緩和要件 

○ 外国人調理師が日本国内において働きながら日本料理を学べるよう、平成25年12月、在留資格の要件
を緩和する方針を決定。 

○ 調理師養成施設の留学生について、調理師養成施設と日本料理の提供事業者が共同で申請した実習
計画を農林水産省が認定し、実習計画に基づき、２年間、働きながら日本料理の知識及び技能を修得。  

■認定の要件 
 

  1 計画の内容が期間全体を通じて効果的な日本料理の知識及び技能の修得が可能と認められること 
  2 日本料理の修得期間を２年以内としていること 
  3 受入れ人数を１事業所当たり２人以内としていること 
  4 日本人と同等額以上の報酬を受けること 等 

ＰＲ 
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海外のトップシェフや食関連事業者による日本食普及 

■アラン・デュカス（仏） × 奥田シェフ（銀座「小十」）による 実演コラボ 
 
日時 ： 2013年11月6日 
場所 ： パリ アラン・デュカス店舗 
内容 ： 仏トップシェフの仏アラン・デュカス氏が、国内トップ料理人とコラボ 
     日本産食材を活用して、和食＆フレンチ料理を仏VIP層に特別提供 
 
      仏のメディア＆シェフ仲間やVIP層へ、日本食・食文化の魅力や 
      日本産食材の新しい活用法について発信。 
 
 

■サンパウロでの和食セミナー 、料理講習会 
 

日時  ：  2014年8月2日 
場所  ：  ホテル・チボリ・サンパウロ・モファレジ 
 
概要  ：  現地の日本食料理人や料理学校生徒を対象とした 
             和食セミナー及び料理講習会を開催。試食会には 
             安倍首相も出席。 
講師  ：  アレックス・アタラ（「D.O.M」オーナーシェフ） 
       風戸正義（国際すし知識認証協会代表理事） 
       小池信也（現地日本料理「藍染」オーナーシェフ）  

ＰＲ 
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日本産農林水産物・食品の輸出促進イベント（ロンドン） 

  ロンドンにおいて品目別輸出団体が一堂に会する初めてのプロモーション活動として、セミナー・レセプションを実
施し、英国ほか欧州から参集したバイヤーや外食産業関係者などに日本産農林水産物の魅力をＰＲ。   

   

イベントの概要 日時：平成27年５月５日 16：30～20：30 
場所：英国（ロンドン） 

会  場：ロンドン・インターコンチネンタル・ホテル  
参加者：バイヤー、小売・外食業者、英政府関係者、プレスなど約400名 
 

第１部 日本食ＰＲセミナー 
 コメ・コメ加工品、牛肉、水産物、茶及び花きの輸出団体が日本産品の特徴や魅
力を解説。 
 

第２部 日本食ＰＲレセプション 
 日本産品を活用した料理、日本酒や日本産のウィスキーなどを振舞うレセプショ
ンを行い、魅力をＰＲ。 

セミナーで日本産品の魅力について解説する林大臣 

バイヤーに対して牛肉のスライス肉を手に和牛の魅
力をＰＲする林大臣 

レセプションで開会挨拶する林大臣 出展企業を激励する林大臣 レセプションでの料理（写真は寿司）の実演 目の前で調理される料理に多くの人が見入る 

ＰＲ 
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欧州からのバイヤーやレストラン関係者が参集 日本酒で開会の乾杯 主賓（Sir. Warren；英国日本協会会長、元駐日大使）と歓談 

欧州進出日系企業からの出展（写真はお菓子） 和牛のカッティング・デモ 現地進出和菓子店の出展者を激励 

日本酒ブースでＰＲ ぶりの刺身としゃぶしゃぶを提供 参集した報道陣（20社）の取材に応答 
16 



 ○ ６次産業化については、農林漁業者が自ら生産した農林水産物を活用した新商品を開発する取組や、既存の販売ル 
  ートではなく、新たな販路を開拓する取組等が進められているが、近年は、国内での販売だけでなく、輸出に取り組 
  む事業者もでてきている。 
 ○ そのような事業者の取組を後押しするため、６次産業化プランナーによるアドバイス、６次産業化ネットワーク活 
  動交付金による補助や農林漁業成長産業化ファンドによる出資等による支援を措置。  

６次産業化による輸出の取組 

17 

６次産業化 

ジャパンホートビジネス 株式会社 【千葉県富里市】 
 
 
 
 

  千葉県を中心に全国各地から調達した、植木、盆栽を、欧州、アジ 
  アや北南米等輸出する事業。 

株式会社みずほジャパン   【茨城県つくば市】 
 
 
 
 

（EU向け盆栽の育生） （中国における盆栽） 

現地店舗（バンコク店）の様子 直売所「みずほの村市場」 
年間の来場者数は約３０万人 

・ 農林漁業者が主体となって、流通・加工業者等とも連携し
て輸出に取り組む６次産業化事業体に対し、出資等を実施 
※出資決定案件60件中、輸出関連７件（平成27年６月９日現在） 

・ 農林漁業者が輸出向けの新商品開発や販路開拓等を行う
場合、必要な経費の一部を都道府県を通じ補助 
 

※ 補助率 
  市町村の６次産業化戦略・構想あり １／２以内 
   市町村の６次産業化戦略・構想なし １／３以内 

（支援内容） 
・ 新商品の試作品やパッケージデザインを開発するための資材 
 購入費、成分分析等検査費、海外の商談会への出展経費など 

【農林漁業成長産業化ファンドによる資金・支援の流れ】 

・ 中央・都道府県段階に６次産業化プランナーを配置し、海外で
の販売や加工・製造に知見を有するプランナーが、輸出向けの６
次産業化に取り組む農林漁業者等に対して新商品開発や海外
マーケティングに関するアドバイスを実施 
 

６次産業化ネットワーク活動交付金 

農林漁業成長産業化ファンド 

６次産業化プランナーによるアドバイス 

輸出の取組事例 
（農林漁業成長産業化ファンドの出資） 

 茨城県で農産物直売所に出荷を行っている農業者が生産する農 
産物を海外（タイ等）に輸出する事業。 



○ 日本の農林水産物・食品の輸出額を平成３２年までに１兆円とする目標達成のためには、卸売市場を活用するこ
とが効果的であり重要。 

  

○ 特に、国際空港近辺の卸売市場においては、輸出に係る手続きの効率化、輸送日数の短縮、混載による物流費抑
制等の観点から、国産農林水産物等の輸出促進の拠点（国際農産物等市場）となり、海外バイヤーを呼び込むなど
積極的に販路を広げていくことが期待される。 

対応方向 

 日本の農林水産物・食品の輸出額を拡大（平成32年に１兆円） 

 検疫や輸出証明など輸出
に係る手続きのワンストッ
プ化による輸送日数の短
縮 

 配送・在庫管理・トレーサビリティー等
に係るＩＣＴの利活用を含むフィージビ
リティー調査や国内外の関係者の意
向調査による海外バイヤーの呼込み 

 輸出拠点化に向けたＨＡＣＣＰ
対応等高度な品質管理機能
等に対応した施設の整備 

 

【国際農産物等市場のイメージ】 

生産者 
国際空港 

 
 
 

Ａ国 

Ｂ国 
生産者 

生産者 

国際空港近辺の卸売市場 

・ 

・ 

・ 

輸
出 

卸売業者 
（仲卸業者等） 

 輸出戦略実行委員会の中に 
 卸売市場部会を設置し、国際
農産物等市場構想展開のため
の全体戦略を検討 

全体戦略
の策定 施設整備 

ワン 
ストップ化 

バイヤー
の呼込み 

Ａ国・Ｂ国等 
のバイヤー 

検疫等の手続も場内で実施 
（植物検疫については、輸出者の要請に 
 応じて、植物防疫官を派遣して対応） 

国際空港近辺の卸売市場の輸出拠点化 卸売市場 
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農林水産物・食品等の名称で、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質等の確立した特性
が当該産地と結び付いているということを特定できるもの（地理的表示）を知的財産として保護する地
理的表示保護制度が平成27年6月1日より運用開始。 

④ 生産者は登録された団体への加入等により、
「地理的表示」を使用可。 

③ 不正な地理的表示の使用は行政が取締り。 

② 基準を満たすものに「地理的表示」の使用を認
め、GIマークを付す。 

① 「地理的表示」を生産地や品質等の基準ととも
に登録。 

産品の特性 

○自然的な特性 
 気候・風土・土壌 等 

○人的な特性 
 伝統的な製法 
 地域伝統の文化・行事 等 

地理的表示とは 

○品質 
 特別に糖度が高い 
 もっちりとした食感 

○社会的評価・評判 
 市場で高値で取引 
 農林水産大臣賞受賞 

○その他 
 きれいな飴色 
  小ぶりで食べやすい 

 
 
 
 

 
○○地域と 
産品の特性が結び
付いた商品の名称
の表示。 

○○干柿 

“
主
と
し
て
帰
せ
ら
れ
る
” 

＝
結
び
付
き
が
あ
る 

地理的表示 

○ 地域共有の財産として、地域の生産者全体
が使用可能。 

○ 訴訟等の負担なく、自分たちのブランドを守る
ことが可能。 

○ 産品の品質について国が「お墨付き」を与え
る。 

○ 品質を守るもののみが市場に流通。 
○ GIマークにより、他の産品との差別化が図ら
れる。 

地理的表示保護制度の大枠と効果 

制度の大枠 効 果 

生産地 

輸出促進への寄与 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▶地理的表示の登録を受けた 
  産品にGIマーク貼付 
▶主要な輸出先国においてGI 
  マークを商標登録 

▶真の日本の特産品の海外展 
  開に寄与 
▶農林水産物・食品の輸出促進 

▶輸出先国で我が国の真正な 
  特産品であることを明示し、差 
  別化 
▶商標権を活用し、海外市場の 
  模倣品を排除 

地理的表示保護制度 
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ＨＡＣＣＰ（ハサップ）とは 

ＨＡＣＣＰ 
方式 

継続的な監視・記録 
※重要管理点(CCP)の例 異物の検出 温度の管理 

ＨＡ （Hazard  Analysis） 
危害要因の分析 微生物、異物など 

ＣＣＰ（Critical  Control  Point） 
重要管理点 殺菌工程における温度、時間など 

 原材料の受入れから最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入などの危害を分析（ＨＡ）
した上で、危害の防止につながる特に重要な工程（ＣＣＰ）を継続的に監視・記録するシステムです。 

工
程
例 

原
材
料 

入 

荷 

保 

管 

加 

熱 

冷 

却 

包 

装 

出 

荷 

 科学的根拠に基づくシステムの導入により問題のある製品の出荷を未然に防止でき、最終製品における食品安
全の確保を図ることが可能となります。 

EUや米国をはじめ、HACCPを衛生基準として求める国際的動
向がある中で、輸出促進のためには、輸出先国が求めるHACCP
に対応できるよう、輸出環境の整備が課題となっています。 
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ＨＡＣＣＰの導入に向けた支援 

Ⅰ コストへの支援  【HACCP支援法】 

・法の期限を平成35年6月まで延長 
・高度化基盤整備の取組への支援拡大 
・輸出促進の位置付けの明確化 

（１）衛生・品質管理基礎体力強化支援 
 ・ 高度化基盤整備の徹底やHACCP導入促進のための責任

者・指導者養成研修等の開催支援 
 ・ 高度化基盤整備の定着・普及に対する取組の支援 
 ・ HACCPを適切に維持・運用できているかを確認し、 
   助言・指導を行う取組を支援 

 人材確保への支援 

Ⅱ 人材確保・消費者理解への支援 【予算事業】 

 消費者理解醸成への支援 

（２）輸出促進HACCP導入支援 
 ・ 輸出対応に向けた対応を円滑化するための研修会の開催

支援 
 ・ HACCP導入を加速度的に進展させ、輸出の促進を図るた

め、製造現場に専門家を派遣し、助言・ 指導する取組を支
援 

（３）食品製造事業者の食品安全に係る情報発信支援 
 ・ 製造現場での体験を含めた消費者セミナーの開催を支援 
 ・ 小売現場におけるＨＡＣＣＰ等の普及の取組を支援 

厚生労働大臣・農林水産大臣 
基本方針 

高度化基準 

指定認定機関 
（事業者団体） 

認 
定 

提
出 

高度化基準に沿った工場の 
新設・改修、運用体制の 

整備計画 

ＨＡＣＣＰに対応した 
工場及び運用体制の 

整備 

事 業 者 
認 
定 

提
出 

 食品製造事業者が、HACCP導入の前段階の衛
生・品質管理の基盤の整備（高度化基盤整備）又
はHACCPを導入するための施設・設備の整備を行
う際、指定認定機関に「高度化基盤整備計画」又
は「高度化計画」を提出し、認定を受けると、
(株)日本政策金融公庫等の長期低利融資を受ける
ことができます。 

貸付条件    貸付金利:2.7億円まで 0.45～0.65% 
(H27.6.18時点)     2.7億円超  0.60～0.80% 
        償還期限:15年以内（うち据置期間3年以内） 

HACCP支援法に基づく金融支援 

㈱日本政策金融公
庫等による施設整
備に対する長期低
利融資 

問合せ先 
食料産業局企画課食品企業行動室 品質管理普及班 TEL:03-3502-5743 
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/index.html 
 

高度化計画または 
高度化基盤整備計画 

○金融支援（HACCP資金貸付）のお問い合わせ 
・（株）日本政策金融公庫農林水産事業本部 
             食品産業融資グループ  TEL:03-3270-5492 
・沖縄振興開発金融公庫  農林漁業融資班  TEL:098-941-1840 
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食品安全マネジメントに係る国際標準戦略への対応について 

背 景 

○  HACCP認証ｽｷｰﾑの非統一 
 国際的に通用する日本の認証ｽｷｰﾑの不存在 

● 食品事業者における
食品安全の取組を向上
させる必要 

 
● 取引における国内食

料産業の国際競争力の
劣後を防止する必要 

 
 
 
● 中小事業者でもHACCP

認証を受けやすくし、
HACCP導入率を上げ、国
内外から評価されるよ
うにする必要  

今後の対策  

官民連携し、スピード感を持って具
体化していくことを期待 

・     食料産業の生産・製造・流通のグローバル化が一段と進展し、世界的なＨＡＣＣＰの義務化の流れや、食品安全・信頼確
保のための取組を世界の食料産業で統一的に管理する動きが強まっており、取引先にFSSC22000 等の ＧＦＳＩ （世界食品安全
イニシアティブ） 承認規格の認証を求める動きも増加。 

・  一方、我が国の食料産業では、ＨＡＣＣＰの導入率が伸び悩んでいる。今後、ＨＡＣＣＰの導入を進め、国内の食品安全への取
組を向上させるとともに、海外から評価される環境を整え競争力劣後を防止するため、国際的に通用する規格の策定と国際規
格化を官民連携で進めていく。 

○ 食料産業のグローバル化 

→ 食品安全の確保や監査の効率化を目指して、世界で
の標準化の動きが顕著。 

→ 取引先にGFSI承認規格による認証を求める国内外の
企業が増加。 

・ ＨＡＣＣＰの認証スキームには多様なものがあるが、国内で
統一的に評価できるものがない。 

・ 国際認証を受けるには、海外のスキームで認証を受けざる
をえないが、言語の違いやコスト、内容の理解しづらさなど
の問題があり、中小事業者への認証の拡大に限界。また、
世界での標準化の議論の過程に十分参画できていない。 

１．中小事業者でも取り組
みやすい日本発の食品安
全マネジメントに関する
規格・認証スキームの構
築 

２．人材育成 

 ①食品事業者の内部での人材
育成 

 ②国際標準化の過程に参画で
きる人材の育成 

３．海外への情報発信 

○  HACCP導入率の伸び悩み 
・ 国内のＨＡＣＣＰ導入率は、大企業は８割だが、中小
企業は３割にとどまる。→中小企業内においてＨＡＣＣＰ
等食品安全の取組に対応できる者が不足 

   主要国ではＨＡＣＣＰ義務化が進展。 

課 題 

⇒ 
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A 
 

B 
 

C 
 

国際取引に 
使われる 

HACCPの 
実施を含む 

一般的 
衛生管理 
を中心 

要求事項の種類 

レ  

ベ  

ル 

[ 規格のイメージ ] 【認証スキームの特徴】 

①  段階的な取組ができる仕組み。必要に応じた項目の選定。 

②  国内の規制、ＣoｄｅｘのHACCPガイドライン、国際標準に整合。 

③ 使用する事業者にとって分かり易い記述とし、実質的に取組向上に
つながるものとする。 

④ 日本発の特徴として 
   ・  和食やそれに使われる産品に適用しやすい。 
  ・  現場からの意見を取り入れて継続的改善を促す。 

http://www.mri.co.jp/news/press/public_office/018078.html 

食品安全マネジメント等推進に向けた準備委員会 
「食品安全マネジメントに関する規格・認証スキーム構築の考え方中間とりまとめ」 

【構築の目的】 
・国内の食品安全管理の方法の標準化→HACCPの正確な理解の拡大と国内の取組の継続的改善 
・国内外からの適切な評価 
・和食や日本の食品、日本流のマネジメント方法で世界の食品安全の向上に貢献 
 
【主な対象】 
・食品安全や品質管理の取組を向上させていこうとする中堅・中小事業者を中心とした事業者 

（農林水産省食料産業局企画課食品企業行動室 お問い合わせ先：03-6744-2397） 

日本発の食品安全マネジメントに関する規格・認証スキームの概要【案】 
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新しい介護食品（スマイルケア食）の取組について                  

 
 
５人に１人が65歳以上 ⇒ ４人に１人が65歳以上 ⇒ ３人に１人が65歳以上 
 （平成15年）           （平成25年）            （平成35年）     出典：総務省「人口推計」（各年１０月１日現在） 

要介護（要支援）認定者数  ３８４万人      ⇒ ５８４万人（10年間で約1.5倍）  

                      （平成15年度）       （平成25年度 ）（※平成25年高齢者人口の約１８％） 
                                                     出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」 

 

*584万人×（介護保険上の1日当たりの基準（1,380円）×365日≒2.9兆円 
 
 
 

在宅療養している高齢者の
７割以上が低栄養 
（国立長寿医療研究センター調査） 

食べる楽しみの維持 
＝生活の質（QOL）の向上 

 
地域の農産物
等を使った介
護食品の開

発・普及 
 

輸出促進 

今後の取組方向 店頭等での 
情報提供ツール 

介護食品の 
認知度向上 

 
※平成27年度からは、「介護食品のあり方に関す
る検討会議」を「新しい介護食品（スマイルケア
食）普及推進会議」に改組し、「新しい介護食品
（スマイルケア食）の選び方」を示した各分類を表
すマークの使用方法のルール化等について検討
予定。 
 
 

介護食品 

24 



米国最大級の食品見本市に介護食品（スマイルケア食）を出展 

米国の食品見本市での介護食品を使ったレシピの実演の様子 米国のナーシングホームでの試食風景 

● 日本は、世界でも抜きん出て介護食品市場が
発展。 

● 国産の農産物等を使った介護食品を輸出して
いくための環境整備を行い、輸出を促進。  

● 平成27年1月11日（日）～13日（火）には、米国
最大級の食品見本市「Winter Fancy Food 
Show 2015」へ日本介護食品協議会が介護食

品（スマイルケア食）を出展。来場者アンケー
トでは、介護食品を購入したいとする回答が９
割と好評だった。 

（参考）新しい介護食品（スマイルケア食）の取組について                  介護食品 
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戦略的インバウンドの推進 ～「食と農」の地域資源を活用した取組～ 

○ インバウンドの増大に向けて、農山漁村ならではの「食」と「農」の魅力の結び付けなどによるコンテンツの磨き
上げやマーケティング、情報発信等の取組を推進。 

○ こうした戦略的な取組を一体的に行う地域単位の体制構築を促進し、訪日外国人の増加を地方創生に結び付け、国
内向けも含めた裾野の広い観光需要を農村地域に取り込むことにより、所得と雇用の増大を図る。 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

                   
 
    

現状 

  
 

農山漁村の観光資源と 
結び付けた日本食・食文化の

魅力発信 

政策の方向 

 
• 輸出増大がインバウンドにつながり、それが更に日本の食材への関心・信頼

を高める好循環の確立  
 

• 農山漁村地域の所得と雇用の増大  
 

2020年の目指す姿 

こ
れ
ら
を
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
戦
略
的
展
開 

日本食・食文化の「本場」を探
求するインバウンドの促進 

2020年をターゲットとした 
「食と農」のインバウンド促進 

○ 訪日外国人の増加 

○ 日本食への関心の高まり 

○ 農山漁村の魅力 

2020年（オリン
ピック・パラリン
ピック）までに
2,000万人を目
指す 

・世界農業遺産（現在5地域
認定。この他3地域が申請中） 

 

H25：「和食」のﾕﾈｽｺ
無形文化遺産登
録 

H26：地理的表示保
護制度創設 

2020年までに
交流人口1,300
万人目標 

・ 日本の豊かな食、自然、文化の魅力を生
かした都市と農村の交流 

  
 

取組の方向 

魅力ある観光地域づくりに向けた取組 

これらの取組を一体的に行う農山漁村における 
地域単位の体制※を構築 

※ 欧州では、こうした取組をDMO（Destination Management/Marketing Organization）が実施。DMOには、国、州、
市町村の各レベルの組織が存在し、多くは官民連携の非営利団体。 

 

各省連携強化 
• 広域観光周遊ルートへの 

組み込みやビジット・ジャパン 
 等と連携したAll Japanでの発信 

• 地理的表示産品の活用など、 
地域の優れた取組を 
「食と農の景勝地」として集成 

「食と農の景勝地」 食と農のアーカイブズ 
• 地域の魅力的な取組を映像で 

アーカイブ化（集積・保護・継承） 
• さらに多言語化して世界に発信 

地域の魅力を世界に発信する取組 

日本食・食文化の魅力発信を地方創生に生かす取組 

食と一体となった農山漁村の魅力 を 世界へわかりやすく発信 
世界的な日本食への関心や輸出促進がインバウンドにつながるよう 

世界に分かりやすく伝えるため、３つの取組を実施 

（例）パ酒ポート 
 「道産酒」×「地域の食」×

「ツーリズム」を組み合わせ、
北海道全域で交流を促進させな
がら、道産酒の消費を拡大 

 （北海道広域道産酒協議会） 

「食と農」を生かした観光戦略の策定 

受入地域のマネジメント 
（観光資源・サービスの品質管理） 

マーケティング 
（「食と農」による地域のブランド化と市場創造） 

 ・ 「食と農」の結び付け等による魅力あるコンテンツの掘り起こし・磨き上げ 等 

• 魅力と特色ある受入れプログラムの策定と
戦略的なプロモーション 等 

• 農家民宿、農家レストラン、体験農園

等の環境整備 等 
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今後の取り組むべき４つの指針 

• 日本食・食文化普及イベントやメディア活用において、 
観光庁等の関係省庁と連携し、食文化の発信を実施。 

• 全国の郷土料理を紹介するポータルサイトにより、地域の日本
食・食文化の普及を推進。今後は当該サイトの多言語化を検討。 

• 地域食材や国産食材を活用した食品を積極的に提供する観光関
連事業者「日本の食でおもてなしパートナー」の取組をPR。 

 
• 地域の生産者や観光協会等との連携を強化しつつ、日本各地の地

理的表示産品等の魅力ある食を活用し、面的な取組を国内外に発
信 

• 農山漁村地域主体の取組を通じて磨かれる「地域の食」コンテン
ツを日本食・食文化の発信の場において効果的に活用・発信する
ことで、「地域の食」の本場への観光意欲を刺激 

（地方への導線） 

• 地場食材・郷土料理等の情報提供により、訪日外国人が「地域の
食」を楽しめる場を案内する体制・環境を整備 

• 「おもてなし」を強みとした飲食店における多言語対応やムスリ
ム対応の促進等による訪日外国人受入環境の整備 

• 道の駅・大型直売所等の免税対応や観光事業との連携を推進する
こと等により郷土料理や地場の農林水産物・6次産業化商品等の
訪日外国人旅行者向けの販売促進 

• ターゲット顧客・品目の設定や物流会社・関係機関等との連携等
の戦略的対応の啓発・普及による免税店の拡大及び購入者の利便
性向上 

（需要の刈り取り） 

関係省庁・事業者と連携した魅力発信 

訪日外国人旅行者・消費の増加 

戦略的な「食と農の景勝地」づくり 

地理的表示産品を活用した魅力発信 

訪日外国人旅行者が食を楽しむ環境整備 

インバウンド対応と輸出促進の一体的推進 

関連性が希薄 

郷土料理物語 
日本の食でおもてなし
パートナーの取組 

訪日外国人旅行者2,000万人への「食のおもてなし」体制の整備 

○  訪日外国人旅行者数は2014年に1,300万人を超え、その旅行消費額のうち食関連消費は約6,000億
円となっており、目標の2,000万人受入が達成されれば、食関連消費も約１兆円となることが期待。 

○  今後、インバウンド需要を地域に取り込むための「地域の食」を磨き上げる地域「食と農の景勝
地」の認定制度の創設と発信体制の構築や、訪日外国人旅行者が食を楽しむ環境整備、インバウンド
対応と輸出促進の一体的推進に取り組む。 

宿泊費 
6,099億円 

30.1% 

交通費 
2,181億円 

10.8% 

娯楽サー

ビス費 
465億円 

2.3% 

その他 
76億円 

0.4% 

旅行消費額 
2兆278億円 

買い物代 
7,146億円 

35.2％ 

飲食費 
4,311億円 

21.3％ 

10,849 

14,167 

20,278 

836 

1036 

1341 
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2012年 2013年 2014年

旅行消費額（億円）

訪日外客数（万人）

[訪日外国人旅行者数と消費額の推移] [2014年 訪日外国人旅行消費額] 

※買物代のうち２割弱が食関連 観光庁「訪日外国人旅行者動向調査」 

これまでの状況と取組 
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